
[bookmark: _GoBack]高　圧　ガ　ス　販　売　計　画　書
１　販売の目的等
(1) 目的　　　：　
(2) 方法　　　：　伝票取次　実物の取扱い
(3) 形態　　　：　充てん容器の販売　　ガスのみの販売（容器はリース）　ガスの充填
第一種製造に該当する冷凍設備の販売
(4) 引渡し方法：　店頭手渡し　自社にて配送　委託業者にて配送　設備へのガス補充（自社）
　　　　　　　　　設備へのガス補充（委託）
(5) 引渡し先  ：　別の販売事業者　ユーザー

２　販売する高圧ガスの種類、貯蔵量
	ガスの区分
	ガスの名称
	内容積（㍑）
	容器本数
	貯蔵量（ｍ3・㎏）

	可燃性ガス
	　
	
	
	

	毒性ガス
	　
	
	
	

	可燃性・毒性ガス
	　
	
	
	

	特殊高圧ガス
	　
	
	
	

	酸　素
	　
	
	
	

	空　気
	　
	
	
	

	不活性ガス
	　
	
	
	

	液化石油ガス
	　
	
	
	

	その他の高圧ガス
	　
	
	
	

	合計
	－
	－
	－
	



３　技術上の基準
　　高圧ガス保安法第２０条の６の規定に基づき、別紙の基準に従って高圧ガスを販売します。





４　帳簿類
　　下記の帳簿を備え、記載及び保存します。
	帳　簿　名
	保　存　期　間
	様　　　式

	容器授受記録簿（販売台帳）
	２　　　　年
	別添のとおり

	販売先保安台帳
	引渡継続期間
	別添のとおり

	周知記録台帳
	２　　　　年
	別添のとおり


　　





※容器の取扱いを、　　　　に委託しておりますので、本販売所には容器授受記録簿は備えていませんが委託先から帳簿を取り寄せる体制を構築しております。

５　周知文書
　　高圧ガス保安法第２０条の５第１項、一般高圧ガス保安規則第３８条及び第３９条、液化石油
　ガス保安規則第３９条及び４０条の規定に基づき、別添の文書を備え周知し、記録します。

６　保安教育
　　高圧ガス保安法第２７条第４項の規定に基づき、従業者に保安教育を実施し、その実施結果を
　記録保存します。
	実施内容
	　

	実施時期
	　　

	参加職員
	


実施内容の例：取扱うガスの性質に関する社内教育　社外における講習会　法令に関する社内教育
　　　　　　　緊急時対応訓練　等
実施時期の例：○○月に定期的に実施。　新規職員採用時に実施。　

７　販売主任者の選任
　　高圧ガス保安法第２８条第１項、一般高圧ガス保安規則第７２条及び液化石油ガス保安規則
　第７０条の規定に基づき、販売主任者を選任します。

８　保安連絡担当者
　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　
　　　部署　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tel　　　　　　　　　　　






　一般高圧ガス保安規則第４０条（販売の方法）に対応する事項

	条　　項
	対　応　事　項
	備　　考

	第１号
	高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えます。
	　

	　保安台帳
	　記載事項：①引渡し先の名称及び所在地
②当該引渡し先に対する販売上の保安責任者の氏名
③イ　圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に販売する場合、引渡した容器から消費者における最初の閉止弁までの配管の配置状況及びそれらの付近の状況を示す図面並びにそれらの所在地
ロ　業者等へ販売する場合は、引渡し先の販売事業届出の有無の確認　
	　

	第２号
　充塡容器等の
　引渡し
	充塡容器等の引渡しは，外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、当該ガスが漏えいしていないものをもってします。
	　

	第３号
	該当なし
	　

	　圧縮天然ガスの
	　
	　

	　充塡容器等の
	　
	　

	　引渡し
	　
	　

	第４号
	該当なし
	　

	　圧縮天然ガスの
	　
	　

	　販売
	　
	　

	第５号
	該当なし
	　

	　圧縮天然ガスの
	　
	　

	　販売
	　
	　













一般高圧ガス保安規則第１８条（貯蔵の方法）に対応する事項
	条　　項
	対　応　事　項
	備　考

	イ（１８条第２号）
	可燃性ガス又は毒性ガスの充てん容器等の貯蔵は、通風の良い
	　

	　通風のよい場所
	場所でします。
	　

	ロ（第６条第２項
	充てん容器等は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分し
	　

	　　第８号）
	て容器置場に置きます。
	　

	　　イ
	　
	　

	　　容器置場区分
	　
	　

	　　ロ
	可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の充てん容器等は、それぞれ区
	　

	　　容器置場区分
	分して容器置場に置きます。
	　

	　　ハ
	容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置きませ
	　

	　　容器置場内
	ん。
	　

	　　ニ
	容器置場（不活性ガス及び空気のものを除く。）の周囲２ｍ以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の
	　

	　　火気の使用
	物は置きません。
	　

	　
	
	　

	　　ホ
	充てん容器等は、常に温度４０度以下に保ちます。
	　

	４０℃以下
	　
	　

	　　へ
　　圧縮水素容器
	圧縮水素運送自動車容器は、常に温度６５度以下に保ちます。
	

	　　ト
	充てん容器等には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷
	　

	　　転落、転倒防止
	を防止する措置を講じ、粗暴な取扱いはしません。
	　

	　　粗暴な取扱い
	　
	　

	　　チ
	可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて入り
	　

	　　携帯電燈
	ません。
	　

	ハ（１８条第２号）
	該当なし
	　

	　シアン化水素
	　
	　

	ニ（１８条第２号）
	該当なし
	　

	　シアン化水素
	　
	　

	ホ（１８条第２号）
	貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器ではしません。
	　

	　船、車両等
	
	　

	ヘ（１８条第２号）
一般複合容器等
	一般複合容器等であって当該容器の刻印において示された年月から１５年を経過したものを高圧ガスの貯蔵に使用しません。
	　




液化石油ガス保安規則第４１条（販売の方法）に対応する事項

	条　　項
	対　応　事　項
	備　　考

	第１号
	液化石油ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えます。
	　

	　保安台帳
	記載事項：①引渡先の名称及び所在地
②引渡先に対する販売上の保安責任者
③引き渡した容器の種類及び数量
④消費者に販売する場合、引き渡した容器から消費者における最初の閉止弁までの配置図又は、配管の配置状況及び漏れ試験の結果並びに引き渡した容器を配管に接続したか否か及び接続しない場合はその理由
⑤卸売業者に販売する場合は、引渡先の販売事業の届出年月日
	　

	第２号
	充塡容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、
	　

	　充塡容器等の
	割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、当該ガスが漏えいしていないものをもってします。
	　

	　引渡し
	
	　

	第３号
	充塡容器等の引渡しは、法第４８条第１項第５号の期間を６月
	　

	　充塡容器等の
	以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもってします。
	　

	　引渡し
	
	　

	第４号
	該当なし
	　

	　燃料用消費者の
	　
	　

	　消費設備
	　
	　

	第５号
	該当なし
	　

	　燃料用消費者の
	　
	　

	　気密試験器具
	　
	　










液化石油ガス保安規則第１９条（貯蔵の方法）に対応する事項

	条　　項
	対　応　事　項
	備　　考

	イ（１９条第２号）
	貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器によりしません。
	　

	　船、車両の積載
	
	　

	ロ
通風のよい場所
	貯蔵は、通風の良い場所でします。
	　

	ハ
一般複合容器等
	一般複合容器等であって当該容器の刻印等に示された年月から１５年を経過したものを高圧ガスの貯蔵に使用しません。
	　

	ニ（第６条第２項
	充てん容器等は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分
	　

	　　第７号）
	して容器置場に置きます。
	　

	　　イ
	　
	　

	　　容器置場区分
	　
	　

	　　ロ
	容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置きませ
	　

	　　容器置場区分
	ん。
	　

	　　ハ
	容器置場の周囲２ｍ以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物は置きません。
	　

	　　火気の使用
	
	　

	　　ニ
	充てん容器等は、常に温度４０度以下に保ちます。
	　

	　　４０℃以下
	　
	　

	　　ホ
	充てん容器等には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷
	　

	　　転落、転倒防止
	を防止する措置を講じ、粗暴な取扱いはしません。
	　

	　　粗暴な取扱い
	　
	　

	　　ヘ
	可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて入
	　

	　　携帯電燈
	りません。
	　





冷凍保安規則第２７条（販売の方法）に対応する事項

	条　　項
	対　応　事　項
	備　　考

	第１号
	　冷媒設備の引渡しは、外面にその強さを弱める腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、冷媒ガスが漏えいしていないものをもってすること。
	　
　

	　冷媒設備の引渡し
	
	

	第２号
　冷凍設備の取扱い
	　冷凍設備には転落、転倒等による衝撃を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
	　

	第３号
	　高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること。
記載内容：①引渡し先の名称及び所在地
　　　　　②当該引渡し先に対する販売上の保安責任者の氏名
　　　　　③イ　使用者に直接販売する場合は、引渡し先の高圧ガス保安法令の規制に関する教示の有無
　　　　　　ロ　業者等へ販売する場合は、引渡し先の販売事業届出の有無の確認
　
	　
　
　
　

	　保安台帳
	
	

	
	
	

	
	
	





















販売所の位置を示す案内図

	販　売　所　の　名　称
	販　売　所　の　所　在　地

	　
	　

	
　






























	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



容器置場の付近の状況見取図

	販　売　所　の　名　称
	販　売　所　の　所　在　地

	　
	　

	
　






























	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




容器授受記録簿（販売台帳）
	ガス名
	
	
	
	
	
	
	
	

	払出
	戻り受入

	年月日
	顧客名
	所在地
	記号
	番号
	充塡
圧力
	払出担当者
氏名
	年月日
	受入担当者
氏名

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　





















	　　　　　　　　　　　　　販売先保安台帳
	
	
	
	

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　販売主任者（責任者）　　
	
	
	
	

	引渡先
	名称
	　
	
	
	
	

	
	所在地
	　
	
	
	
	

	
	代表者名
	　
	
	
	
	

	
	消費・引渡場所
	　
	
	
	
	

	
	取扱責任者
	　
	
	
	
	

	
	販売事業届
	届出年月日及び番号
	
	
	
	
	

	ガスの種類
	ガス名
	消費方法
	消費の目的
	供給設備
	備考
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	※消費方法は、①単瓶②集合装置③カードル④LGC⑤貯槽⑥その他の番号を記入のこと。

	
	
	
	

	周知した記録
	周知した
年月日
	年　　月日
	年　　月　日
	年　　月　　日
	年　　月　　日
	年　　月　　日
	年　　月　　日
	年　　月　　日
	年　　月　　日

	
	交付者
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	受取者
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	周知した記録
	周知した
年月日
	年　　月　　日
	年　　月　　日
	年　　月　　日
	年　　月　　日
	年　　月　　日
	年　　月　　日
	年　　月　　日
	年　　月　　日

	
	交付者
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	受取者
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　



